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自
転
車
の
マ
ナ
ー

　
自
転
車
は
車
両
と
の
認
識
を
持

ち
、
原
則
車
道
の
左
側
を
通
行
し

ま
し
ょ
う
。
歩
道
を
通
行
す
る
場

合
は
車
道
寄
り
を
徐
行
し
、
歩
行

者
優
先
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。
交

差
点
で
は
信
号
と
一
時
停
止
を
守

っ
て
、
安
全
確
認
を
必
ず
行
い
ま

し
ょ
う
。
二
人
乗
り
や
無
灯
火
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
の
使
用
、

飲
酒
運
転
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
道
路
交
通
法
の
一
部

改
正（
令
和
４
年
４
月
27
日
公
布
、

令
和
５
年
４
月
１
日
施
行
）に
よ

り
、
す
べ
て
の
自
転
車
利
用
者
に

対
し
、
自
転
車
の
乗
車
用
ヘ
ル
メ

ッ
ト
着
用
努
力
義
務
が
課
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
大
切
な
命
を
守
る
た
め
、
自
転
車

に
乗
る
と
き
は
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ

ト
を
積
極
的
に
か
ぶ
り
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
：
危
機
管
理
課
☎
940
・

１
０
７
２
FAX
共
通

巡
回
聴
覚
障
害
者
相
談

　
埼
玉
聴
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ

ー
で
は
、
来
所
で
き
な
い
方
の
た

め
に
巡
回
聴
覚
障
害
者
相
談
を
行

い
ま
す
。
子
育
て
や
仕
事
の
悩
み
、

人
間
関
係
の
こ
と
な
ど
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時
：
７
月
19
日
水
午
前
10
時
～
正
午

場
所
：
三
郷
市
三
郷
中
央
に
お
ど

り
プ
ラ
ザ
３
階
会
議
室
Ｃ
・
Ｄ

対
象
：
聴
覚
障
害
者
ま
た
は
聴
覚

障
害
者
と
関
わ
り
の
あ
る
方
。
希

望
す
る
方
は
直
接
会
場
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

※
手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
あ
り
。

※
午
後
は
、
訪
問
相
談
を
行
い
ま

す
。
訪
問
相
談
を
希
望
す
る
方
は
、

事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
：
埼
玉
聴
覚
障
害
者
情
報

セ
ン
タ
ー
☎
048
・
814
・
３
３
５
３

FAX
048
・
814
・
３
３
５
５

食
料
品
等
価
格
高
騰

重
点
支
援
給
付
金

　
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
な
ど
の

価
格
高
騰
に
よ
る
負
担
を
踏
ま
え
、

特
に
家
計
へ
の
影
響
が
大
き
い
住

民
税
非
課
税
世
帯
に
対
し
て
、
給

付
金
を
支
給
し
ま
す
。

通
知
発
送
：
対
象
世
帯
に
対
し
て

７
月
13
日
木
以
降
、
順
次
通
知
を

お
送
り
し
ま
す
。

支
給
内
容
：
１
世
帯
あ
た
り
３
万
円

対
象
：
令
和
５
年
度
住
民
税
非
課

税
世
帯

申
請
期
限
：
10
月
13
日
金
ま
で

問
合
せ
：
地
域
福
祉
課
☎
982
・

９
５
４
８
FAX
共
通

国
民
健
康
保
険
の
お
知
ら
せ

　
次
の
書
類
は
有
効
期
限
が
７
月

31
日
月
ま
で
で
す
。

①
被
保
険
者
証

　
新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
７
月

上
旬
に
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

②
高
齢
受
給
者
証

　
自
己
負
担
割
合
の
見
直
し
を
行

っ
た
上
で
、｢

被
保
険
者
証
兼
高

齢
受
給
者
証（
※
）｣

を
７
月
上
旬

に
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

※
70
歳
か
ら
74
歳
の
方
が
医
療
機

関
な
ど
を
受
診
す
る
際
に
必
要
な

｢

高
齢
受
給
者
証｣

は
、｢

被
保
険

者
証｣

と
一
体
と
な
り
、｢

被
保
険

者
証｣

に｢

高
齢
受
給
者
証｣

の
情

報
を
追
加
し
た｢

被
保
険
者
証
兼

高
齢
受
給
者
証｣

で
す
。

③
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証

　
引
き
続
き
認
定
証
が
必
要
な
方

は
、
８
月
１
日
火
以
降
に
国
保
年

金
課
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い

（
自
動
継
続
は
さ
れ
ま
せ
ん
）。

持
物
：
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

問
合
せ
：
国
保
年
金
課
☎
982
・

９
５
３
８
、５
１
１
６
FAX
共
通

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
お
知
ら
せ

　
次
の
書
類
は
有
効
期
限
が
７
月

31
日
🈷🈷
ま
で
で
す
。

①
被
保
険
者
証

　
８
月
１
日
火
か
ら
使
用
す
る
新

し
い
被
保
険
者
証
を
７
月
中
旬
に

簡
易
書
留
で
発
送
し
ま
す
。

②
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証

　
前
年
度
に
認
定
証
の
交
付
を
受

け
、
今
年
度
も
該
当
世
帯
の
方
は
、

自
動
継
続
と
な
り
、
新
し
い
も
の
を

７
月
中
旬
か
ら
下
旬
の
間
に
発
送
し

ま
す
。
新
た
に
必
要
な
方
は
、
国
保

年
金
課
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

持
物
：
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

問
合
せ
：
国
保
年
金
課
☎
982
・

９
５
４
６
FAX
共
通

特
定
健
康
診
査

高
齢
者
健
康
診
査

　
令
和
５
年
度
の
特
定
健
康
診

査
・
高
齢
者
健
康
診
査
を
実
施
し

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
健

診
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

実
施
期
間
：
集
団
健
診
は
10
月
16

日
月
ま
で（
個
別
健
診
は
９
月
30

日
土
ま
で
）

内
容
：
問
診
、
身
体
測
定（
身

長
、
体
重
）、
血
圧
測
定
、
尿
検
査
、

血
液
検
査
、
診
察
な
ど

対
象
：
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
40
歳
以
上
の
方
と
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
方

問
合
せ
：
国
保
年
金
課
☎
982
・
５

１
１
６（
国
保
）、
☎
982
・
９
５
４

６（
後
期
）FAX
共
通

国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
猶
予
申
請

　
経
済
的
な
理
由
や
失
業
な
ど
で

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
場
合
は
、
免
除
や
猶
予
と
い
っ

た
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
令
和
５
年
度
の
受
け
付
け
は
、
７

月
１
日
土
か
ら
で
き
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
：
国
保
年
金
課
☎
982
・

５
１
１
７ 

FAX
共
通
、
越
谷
年
金

事
務
所
☎
960
・
１
１
９
０

ひ
と
り
親
家
庭
等
へ
の

手
当
や
支
援
制
度

①
児
童
扶
養
手
当

詳
細
は
吉
川
児
童
扶
養
手
当
検
索

※｢

現
況
届｣

の
提
出
期
間
は
８
月

１
日
火
か
ら
31
日
木
ま
で
で
す
。


